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EU統 合 の軌跡 とベ ク トル

田 中 俊 郎

は じ め に

2007年3月25日,EUは,ロ ーマ条約調印50周 年を迎える。2007年 前期議長

国の首都ベルリンに構成国首脳が参集し,政 治宣言を発出することになってい

る。ローマや世界中の首都でも記念の式典が行われる。このような華やかな催

し物は,沈 滞 したEU統 合 をいかに立て直 しすることができるのであろうか。

それほど,2005年 の2つ の事件,フ ランス国民とオランダ国民による欧州憲法

条約の批准拒否は大 きな影響を及ぼしている。

そこで,本 稿の課題は,EU統 合がこれまでどのような軌跡を描いてきたの

か,そ してEU統 合は今後どのような方向に向かうのであろうかを解明するこ

とである。

1. EU統 合史 の時期区分

著者は,『EUの 政治』のなかで,戦 後の統合の歴史的発展を,ECSC(欧 州

石炭鉄鋼共同体)か らEU(欧 州連合)へ の統合の歩み として,5つ の時代に時

期区分 して説明した。EU統 合の歩みは,直 線的に発展 してきたのではな く,

前進,停 滞,時 には後退 という,ジ クザグな軌跡を描いてきた。
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(1) 1945-49年(冷 戦 を背 景 と した ヨ ー ロ ッパ の 組織 化 の 時 代)

そ こで は,OEEC(欧 州経済協力機構),NATO(北 大西洋条約機構),欧 州 審 議i

会(Council of Europe)な ど,政 府 間 国際 機 構 に よ る ヨー ロ ッパ の協 力 体 制 が

組 織 化 され た こ と,さ らに英 国が 主 導 的 な役 割 を演 じた こ とが特 徴 とな っ て い

た。

(2) 1950-1958年(超 国家 的 な部 門統 合 の 始 動 と挫 折 の 時代)

ECSCに よ る 超 国 家 的 な 部 門 統 合 の 始 動 とEDC(欧 州 防衛 共 同体)とEPC

(欧州 政治共 同体)の 挫 折 と統 合 の失 速,メ ッシ ー ナ会 議 と 『ス パ ー ク報 告 』 に

よ る統 合 の 再 出発 が 行 わ れ,EEC(欧 州経済 共同体)とEURATOM(欧 州 原子

力 共同体)が 誕 生 した 時代 で あ っ た。 さ ら に,大 陸6力 国,い わ ゆ る 「小 ヨ ー

ロ ッパ 」 を舞 台 とす る統合 で あ っ た。

(3) 1958-1969年(ド ゴー ル の 時代)

関税 同盟 の完 成 と共 通 農業 政策 の始 動 に よ って,経 済 共 同体 は定 着 して い っ

た が,ド ゴ ー ル仏 大 統 領 の 影響 が色 濃 く,政 治 連合 の失 敗,2度 に わた る英 国

の加 盟拒 否,空 席 政 策 と 「ル ク セ ンブ ル クの 妥協 」 な どを もた ら し,国 家 連合

的性 格 が 強 ま っ た時 期 で あ っ た 。

(4) 1970-1985年(沈 滞 の15年)

この 時 代 は,拡 大 の 実 現,EMU(経 済通 貨同盟)の 試 行 とEMS(欧 州通貨制

度)に よ る通貨 協 力,EPC(欧 州政治協力)の 始 動 に よ る外 交 政 策 の 調整,欧 州

議 会 の 直接 選 挙 導 入 な ど,統 合 の進 展 もあ った が,2度 の石 油 危 機 に よっ て,

構成 国 が 内 向 きに な り,ヨ ー ロ ッパ ・レベ ル の解 決 を追 求 す る よ りも,国 家 レ

ベ ル に よる解 決 策 が 模 索 され た 時代 で あ った 。
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(5) 1985年-新 た な る挑 戦(域 内 市 場 と拡 大)

「欧 州 動 脈 硬 化 症 」 に象 徴 され る1980年 代 前 半 の ヨー ロ ッパ の停 滞 を打 破 す

る た め に,1985年 に 『域 内 市 場 白 書』 が 採 択 さ れ,1986年 に 「単 一 欧 州 議 定

書 」 が調 印 され たが,こ れ ら に よっ て新 しい 時代 が画 さ れ た。 こ の時 代 の もっ

と も 重 要 な メ ッ セ ー ジ は,競 争 で あ り,「 新 自 由 主 義 的 ヨ ー ロ ッパ(Neo-

liberal Europe)」 が共 同体 の指 導 原 理 とな っ た。 非 関税 障壁 を除 去 して,「 国境

な き ヨー ロ ッパ 」 に よる大 市 場 で の競 争 が ヨー ロ ッパ 経 済 を再 生 させ,そ の勢

い で そ の 後 の統 合 を再 活 性 化 させ てEUが 誕 生 した。 さ らに,こ の 時 代 は,冷

戦 の終 焉 を背 景 に,拡 大 に よ り新 規 加 盟 国が 倍 増 し,EUは ヨー ロ ッパ 大 に広

が り,第2次 世 界 大 戦 後 の ヨー ロ ッパ の分 断 に 終止 符 を う っ た こ とが 特 記 され

る。

2. ひ と つ の 時 代 の 終 わ り 新 しい 時代 の到 来?

しか し,筆 者 は,1985年 か ら始 ま った 「域 内市 場 と拡 大 」 の 時 代 が 終 わ った

とみ て い る。2005年 が ター ニ イ ング ・ポ イ ン トにな っ た 。2005年 のEUは,域

内市 場 と ヨー ロ ッパ 統合 に お け る新 た な ダイ ナ ミズ ム の再 生 を求 め,新 規 の拡

大 を許 容 す る,開 か れ た 時代 か ら,み ず か らの利 益 の擁 護 と安 定 を求 め る 「社

会 的 ヨー ロ ッパ(Social Europe)」 に軸 足 を移 し,内 向 きで,拡 大 に よ り慎 重 な

時代 に入 りつ つ あ る。EUが 量 よ り も質 を求 め る統 合 に 向 か って い る と もい え

る。

確 か に そ の前 の年,2004年 のEU統 合 状 況 は,バ ラ色 に満 ち た もの で あ っ た。

5月1日 に新 た に10力 国 が 一挙 にEUに 加 盟 し,分 断 され た ヨー ロ ッパ の終 焉

と新 しい統 一 さ れ た ヨー ロ ッパ を印 象 づ け る 出 来事 で あ った 。 さ らに,10月29

日 に は,EU構 成 国 の 政 治 指導 者 た ち は,欧 州 憲 法 条 約 とそ の 最 終 文 書 に調 印

し,EU統 合 は さ らに深 化 した か に み えた 。

しか し,7カ 月後 の2005年5月29日 フ ラ ンス の有 権 者 は,欧 州 憲 法 条 約 を拒
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否 した 。投 票 率69.34%で,反 対 は54.9%を 占 め た。 そ の 結 果 は,1992年 の 欧

州 連合 条約(マ ース トリヒ ト条約)の 時 よ りも,明 確 な もの で あ った 。 さ らに3

日後 の6月1日 に行 われ た オ ラ ン ダで の 国 民投 票 は,投 票 率62.8%で,反 対 は

61.7%で あ っ た。 反 対 派 に とっ て,圧 倒 的 で,地 滑 り的 な大 勝 利 で あ っ た とい

え る。

6月16-17日,ブ リュ ッセ ル で 開催 され た 欧 州 理 事 会 は,憲 法 条 約 に 関 して

「批 准 過 程 は 継 続 す る。構 成 国 内 に お い て 熟 慮,再 考,議 論 の 期 間 を 設 定 し,

本 件 につ い て は,2006年 前 期 の 議 長 国,オ ー ス トリー の下 で,再 検 討 す る」 と

の 宣 言 を発 出 した 。 か く して,条 約 に規 定 され た条 約 発 効 目標 日の2006年11月

1日 は 実 質 的 に 放 棄 さ れ た 。 欧 州 理 事 会 は,憲 法 条 約 を救 済 す る た め に 「熟

慮 ・再 考 」 の 期 間 を設 定 す る こ とで,「 否 決 の ドミノ」 を と りあ えず 阻止 した

の で あ る。

しか し,同 じブ リュ ッ セ ル欧 州 理 事 会 は,中 期 予 算 枠 組 み(2007-2013年)問

題 の関 連 で,1980年 代 前 半 と同 じよ う に,英 国 のEU予 算 赤 字 払 い戻 し問 題 が

ふ た た び取 り上 げ られ,欧 州 理 事 会 は紛 糾 した 。議 長 国 ル ク セ ンブ ル クの ジ ャ

ン=ク ロ ー ド ・ユ ン カ ー(Jean-Claude Juncker)首 相 は 「ヨ ー ロ ッパ は 危 機 に

あ る ので は な く,深 刻 な危 機 にあ る」 と述べ た。

しか し,EUの 中期 財 政 枠 組 み を め ぐる衝 突 は,国 家 利 益 の 衝 突 で あ っ た。

こ の よ う な衝 突 は,か つ て は5年 ご と,最 近 で は7年 ご とに繰 り返 し起 きて き

た。 そ して将 来 も起 こる 出来 事 で あ る。 なぜ な ら,そ れ は 予算 の分 配 を め ぐる

ゼ ロ ・サ ム の紛 糾 だ か らで あ る。 しか し,早 晩決 着 をみ る もの で,深 刻 な もの

で は な く,事 実,2005年12月15-16日 の ブ リ ュ ッセ ル 欧州 理 事 会 で 解 決 をみ た 。

しか し,欧 州 憲 法 条約 批 准 の 問 題 は単純 で は ない 。 欧 州憲 法 条 約 は,フ ラ ン

ス とオ ラ ン ダで の国 民投 票 後2つ の 「ノー」 の後 で も,ル ク セ ン ブ ル ク は,当

初 の予 定 通 りに2005年7月10日 に国 民投 票 を実 地 し,90%以 上 の高 投 票 率 で,

賛成56.52%,反 対43.45%で,憲 法 条約 の批 准 を承 認 した 。 さ らに ラ トヴ ィ ア,

キ プ ロ ス,マ ル タ,ベ ル ギ ー,エ ス トニ ア で も議 会 で の投 票 に よ る批 准 手 続 を
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完 了 し,過 半 数 以 上 の構 成 国 で 批 准 を終 え て い た。 そ れ に もか か わ らず,発 効

の 目処 は立 た ず,欧 州 憲 法 条 約 は ま さに 「死 に体 」 状 態 が 続 い てい る。 しか し,

現 行 の条 約 体 制,ニ ー ス 条 約 で 修 正 を受 け たEU条 約,EC条 約,EAEC条 約

の下 で,日 常 業 務 は平 常 に行 わ れ て お り,ビ ジ ネ ス ・アズ ・ユ ー ジ ュ ア ル で あ

る。 それ で も,全 体 と して,ブ リュ ッセ ル に は沈 滞 ム ー ドが 漂 って い た 。

一 年 後
,2006年6月15-16日 の ブ リ ュ ッセ ル 欧 州 理 事 会 は,市 民 が 期 待 す る

具 体 的 な結 果 を もた らす た め に既存 の条 約 下 で可 能 な最 善 を追 求 す る と と も に,

「熟 慮 ・再 考 」 の期 間 を も う一年 延 長 し,2007年 度 前 期 の 議 長 国(ド イツ)の 下

で 報 告 書 を ま とめ,さ ら に2008年 後 期 の 議 長 国(フ ランス)の 下 で取 り扱 い に

つ い て決 着 をつ け る こ と に な った 。

そ の後,2006年12月5日 に議 会 が批 准 した フ ィ ン ラ ン ド,さ ら に2007年1月

1日 にEUに 加 盟 した ブ ル ガ リア(2005年5月11日)と ル ー マ ニ ア(2005年5月

17日)は,加 盟 条約 と と も に批 准 を終 えて お り,2007年1月31日 現 在,27力 国

の うち18力 国が 欧 州 憲 法 条 約 の 批准 を完 了 した こ と に な る。

これ ら18力 国 に ポ ル トガル とア イ ル ラ ン ドを加 えた20力 国 は,2007年1月26

日マ ドリー ドで会 合 を開 き,未 批准 国 に対 して 批 准 を促 す一 方 で,議 長 国 ドイ

ツの メ ル ケ ル首 相 は,手 詰 ま りを打 開す る ため の 改 編 案 を提 出 すべ く水 面 下 で

交渉を始めたと報道 されている。しかし,す べては2007年4-5月 に予定され

ているフランスの大統領選挙後の問題 となってお り,先 行 きは依然として不透

明な状況が続いている。

3.EUが 直面 する4つ の ジレンマ

2007年3月25日,EUの 首脳たちは,ベ ルリンでEEC条 約調印50周 年を祝

い,新 しい時代に向かっての政治宣言を採択する予定になっている。しかし,

2005年 に始まった新 しい時代は,決 して明るい未来を約束するものではない。

EUは,現 在4つ の ジ レ ンマ に直 面 して お り,そ れ らの挑 戦 を受 け てい る。 第
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1に,「 新 自由 主 義 的 ヨー ロ ッパ 」 か 「社 会 的 ヨー ロ ッパ 」 か の ジ レ ンマ,第

2に,拡 大 の ジ レ ンマ,第3に,民 主 主 義 の ジ レ ンマ,第4に,全 構成 国 参 加

方 式 か,部 分 参 加 方 式 か の ジ レ ン マ で あ る。 そ れ ら を い か に乗 り越 え る か,

EUは そ の真 価 が 問 わ れ て い る 。

(1) 「新 自由主 義 的 ヨ ー ロ ッパ 」 か 「社 会 的 ヨ ー ロ ッパ 」 か。

なぜ フ ラ ンス とオ ラ ン ダの有 権 者 は憲 法 条 約 を拒 否 した の か 。確 か に,時 の

政 権 に対 す る批 判 票 も多 くあ っ た。 しか し,フ ラ ンス で は,1992年 の マ ー ス ト

リ ヒ ト条 約 時 の よ う に ヨー ロ ッパ か フ ラ ンス の対 立 で は な く,「 新 自 由主 義 的

ヨー ロ ッパ 」 か 「社 会 的 ヨ ー ロ ッパ 」 の対 立 で あ っ た。 「ノ ン」 グ ル ー プ は ,

EUが か れ らの 日常 生 活 に影響 を及 ぼ して い る こ と に対 す る漠 然 と した不 安 を

感 じて い る人 々 を集 め る こ とに成 功 した 。 「ポ ー ラ ン ドの配 管 工 」 の デ マ が 示

して い た よ う に,投 票者 の多 数 が新 加 盟 国 か らの賃 金 の安 い労 働 者 に脅 威 を抱

き,か れ ら を 「社 会 的 ダ ン ピ ング」 とみ な し た。Flash Eurobarometer, No.

171は,「 ノ ン の投 票 者 は,そ の 理 由 と して,欧 州 憲 法 が フ ラ ンス の 雇 用 に ネ

ガ テ ィ ヴ な 影響 を及 ぼ す こ と(31%),し か も失 業 に つ い て フ ラ ンス 経 済 状 況

は す で に高 い こ と(26%)」 を挙 げ て い る(para2.3)℃

フ ラ ンス とオ ラ ンダ の否 決 は,EUの 信 頼1性 と新 自由主 義 的 な 政 策 運 営 を大

き く傷 つ け た。 フ ラ ンス の投 票者 の メ ッセ ー ジ は,オ ラ ン ダの 場 合 は割 合 が 下

が るが,「 開発 の遅 れ た ヨー ロ ッパ 諸 国 か らの 労働 者 の 自由 移 動 を伴 う社 会 的

ダ ン ピ ン グ は,こ れ 以 上 い らな い」。 必 要 なの は,自 分 た ちの 利 益 を 守 る,手

厚 い 「社 会 的 ヨー ロ ッパ 」 で あ る とい う もの で あ っ た。

1980年 代 半 ば,『 域 内市 場 白書 』 と単 一 欧州 議 定書 は,競 争 を主 導 原 理 と し

て ヨ ー ロ ッパ 経 済 の 再 建 を 目指 し た が,そ れ を推 進 した ドロ ー ル(Jacques

Delors)EC委 員 長 は,同 時並 行 的 に,「 社 会 的 次 元(social dimension)」 をス ロ

ー ガ ン に社 会 対 話(social dialogue)を 促 進 し
,所 得 の再 分 配 を 目指 した。 これ

は,同 時期,域 内 の地 域 格 差 是 正 を 目指 すECの 政 策 と して,単 一 欧 州 議 定 書
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に刻 印 され た 経 済 的社 会 的 結 束(Economic and Social Cohesion)と 同様 に,弱

肉強 食 の競 争 に対 す る弱 者 の救 済 策 で もあ った 。 しか し,そ の 後 の 展 開 は,中

野 聡 氏 に よれ ば,「 欧 州 ソ ー シ ア ル ・ダイ ア ロ グの 特 徴 で もっ と も自 明 な もの

は,制 度 的 発 達 と再 分 配 機 能 の欠 如 で あ る 」。 新 自 由主 義 的 ヨー ロ ッパ と社 会

的 ヨー ロ ッパ は,本 来車 の両 輪 で あ っ た はず で あ るが,現 実 に は,新 自由 主 義

的 ヨー ロ ッパ に よ る競 争 と拡 大 が優 先 さ れ て きた 。 そ の 反 動 に 直 面 して い る の

で あ る。

(2) 拡 大 の ジ レンマ

EUは,こ れ まで の よ う に拡 大 を推 進 して い くべ き なの か ど うか,ジ レ ンマ

に直 面 して い る。 平 和,繁 栄,安 定 と民 主 主 義 の 領 域 を残 りの ヨー ロ ッパ に拡

げ て い く こ と自体 は確 か に良 い こ とで あ る。 しか し,そ れ は既 存 の構 成 国 に と

って,経 済 的 に も,社 会 的 に も,よ り高 くつ くこ と にな る。 とい うの も,ス イ

ス や ノ ル ウ ェ ー の よ う な豊 か で,民 主 主 義 が 定 着 し,社 会 的 に 安 定 して い る

国 々 はEUと 距 離 を置 き,将 来 の加 盟 を希 望 す る潜 在 的 な候 補 国 は相 対 的 に貧

し く,民 主 主義 の歴 史 も浅 く,社 会 的 に も不 安 定 な国 々 で あ る 。

第5次 拡 大 の対 象 国 で,2004年5月 の ビ ッグ ・バ ン的 拡 大 で見 送 られ た ブ ル

ガ リ ア とル ー マ ニ ア は,2005年4月25日 に加 盟 条 約 に調 印 し,2007年1月1日

に加 盟 が 実 現 し,第5次 拡 大 は完 了 した 。 しか し,そ の 実 現 は,2006年5月16

日の 欧 州 委 員会 の報 告 書 の時 点 で も,も う1年 延 ば され る可 能性 さえ あ っ た。

や っ と9月26日 に欧 州委 員 会 が 報 告 書 を再 度 提 出 して,加 盟へ の ゴー サ イ ンが

だ さ れ たの で あ る。

しか し,さ らな る拡 大 は,よ り微 妙 で,よ り慎 重 な課 題 とな っ てお り,EU

の 「許 容 能 力(absorption capacity)」 が 問 わ れ て い る 。 と くに,ト ル コ とEU

は,2005年10月3日 に 「時計 を止 め て 」 ク ロ アチ ア と と もに,正 式 な加 盟 交 渉

が 開始 したが,ト ル コの加 盟 は,将 来 にお い て厳 しい 結 果 をみ る こ とに な るか

も しれ な い。
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2005年 春 のStandard. Eurobarometerに よれ ば,加 盟 が圧 倒 的 に支 持 さ れ て

い る の は,ス イ ス(78%),ノ ル ウ ェー(78%),ア イ ス ラ ン ド(70%)で,多 数

が 支 持 す る の は ク ロ ア チ ア(52%,反 対34%),ブ ル ガ リ ア(50%,反 対36%),

ル ー マ ニ ア(45%,反 対41%)℃ ウ ク ライ ナ(45%,反 対41%),マ ケ ドニ ア(43%,

反対41%)で あ る。 しか し,ボ ス ニ ア ・ヘ ル ツ ェ ゴ ヴ ィナ(43%,支 持42%),セ

ル ビア ・モ ン テ ネ グ ロ(44%,支 持40%),ア ル バ ニ ア(50%,支 持36%),ト ル

コ(52%,支 持35%)に つ い て は,加 盟 に 反対 が多 数 を 占 め た。

と くにア ルバ ニ ァ と トル コ につ い て は加 盟 反対 が多 い。 他 方,ト ル コ人 自身

は,同 じ調査 で は,73%が トル コのEU加 盟 を支 持 し,わ ず か22%が 反 対 で あ

った 。

1年 後 のspecial Eurobarometerに よれ ば,西 バ ル カ ンの ク ロ アチ ア(56%,

反対30%)と マ ケ ドニ ア(49%,反 対36%)に つ い て は加 盟 支 持 が 増 加 し,加 盟

反 対 との 差 を大 き くした。 ボス ニ ア ・ヘ ル ツ ェ ゴ ヴ ィ ナ(48%,反 対37%)と セ

ル ビ ァ ・モ ンテ ネ グ ロ(47%,反 対33%)に つ い て は,加 盟 支 持 が 多 数 と なっ て

い る。 しか し,ア ルバ ニ ア につ い て は 差 は縮 小 した ものの,依 然 と して 反対 が

多 数 を 占 めて い る(反 対44%,支 持41%)。

トル コ の加 盟 につ い て は,そ の 差 が縮 小 した もの の,反 対48%,賛 成39%で,

加 盟 反 対 が 依 然 多 数 を 占め て い る。EU-15で は,反 対49%,支 持38%と な っ て

お り,新 規 加 盟 国(NMS)で は,支 持44%,反 対40%で,加 盟 支 持 が 多 数 を 占

め て い る。 トル コで は,ト ル コの 加 盟 に つ い て54%が 支 持 で,反 対 は22%と,

依 然 と して加 盟 賛 成 が多 数 を 占 めて い る もの の,1年 前 と比べ て 賛 成 が19ポ イ

ン トも下 が っ て い る の が 大 き な 変 化 で あ る。 な お,ト ル コ系 キ プ ロ ス(CY-

TCC)で は,ト ル コ のEU加 盟 に つ い て67%が 支 持 してお り,反 対 は15%に す

ぎな い 。

今 後,ト ル コは,3つ 戦 線 で 勝 利 しない と,EUへ の 加 盟 を実 現 す る こ とが

で きな い 。第1戦 線 はブ リュ ッセ ルで のEUと の 交 渉 で あ り,第2戦 線 は トル

コ国 内 で,改 革 を進 め る と と もに,加 盟へ の 国民 の支 持 を失 わ な い こ とで あ り,
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第3戦 線 はEU構 成 国 内,と りわ け トル コのEU加 盟 を 国民 投 票 にふ す こ と に

な る フ ラ ンス な どで,ト ル コが ヨー ロ ッパ と して認 知 され る こ とで あ る 。

EUと して も,い つ か は 「EUの カ ー テ ン」 を下 ろす こ と を余 儀 な くさ れ る

日が くる。 しか し,加 盟 へ の 展 望 が,潜 在 的 な加 盟候 補 国 に とっ て,改 革 を推

進 し,EUの 規 範 や 基 準 に適 合 す る上 で,も っ と も重 要 な動 機 と な っ て い る 。

も しEUが,異 な っ た文 化 や 異 なっ た宗 教 を と もな っ た 国 に,そ の 門戸 を 開放

す る こ とが で きれ ば,そ の ス ロ ー ガ ンが い う 「開 か れ た 共 同体 」 で あ り,「 多

様 性 の な か の統 一 」 を実 証 す る こ とに な る。EUと トル コは,2005年10月3日

に正 式 に加 盟 交渉 を 開始 したが,そ の 加 盟 実現 へ の道 の りは非 常 に険 しい。

(3) 民 主 主 義 の ジ レン マ

ヨーロッパ統合は,少 数のエリー トによって指導 されてきた。市民の声 は,

直接選挙する欧州議会 と国内議会を通 じて,EUの 政策決定に間接的に しか反

映されてこなかった。近年,欧 州議会への請願,オ ンブズマンへの訴えなど,

欧州市民権の権利として確立されてきたが,唯 一,市 民の声が直接反映される

政治的機会は国民投票である。最近,ヨ ーロッパ統合について国民投票が頻繁

に使用され,吉 武信彦氏の研究によれば,2004年12月 の時点で,21力 国(EU

構成国17力国,非 加盟国4力 国)で41回 の国民投票(2つ の住民投票を含む)が 行わ

れた。2005年 に入ると,欧 州連合条約の批准をめぐって,国 民投票がさらに4

回増えた。

フランスでは,ヨ ーロッパ統合問題で国民投票が行われたのは3度 目であっ

たが,オ ランダではヨーロッパ統合問題について初めての国民投票であった。

オランダ政府が国民投票を行った理由として,「憲法は,も う一つの条約改正

ではない。したがって,よ り多 くの市民を巻き込むことが必要である」 と説明

している。これが第3の ジレンマとなっている。市民をより多 く政治に直接参

加させると,政 治指導者たちにとって危険は増す。確かに,国 民投票は,特 定

の争点について市民の声 を直接聞くことで,非 常に民主主義的な手段である。
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しか し,有 権者は,必 ずしも争点のメリットとディメリットに基づいて合理的

に投票するわけではなく,非 常に危険な手段で もある。ヨーロッパ問題が,時

の政権の信任という国内問題で争われることもある。

一度政治指導者たちが国民投票に依存すると,次 の機会にも国民投票な くし

て前進することができなくなる。フランスでは,今 回の国民投票を機会に憲法

が改正され,2004年7月1日 以降にEUへ の加盟交渉開始が決定 された国家に

つ い て は,新 規加 盟 の是 非 を 問 う国民 投 票 の 実 施 を大統 領 に義 務 づ け た 。 この

条文 が 今 後 も残 る 限 り,ト ル コのEU加 盟 は国 民投 票 で 問 わ れ る こ とに な っ た 。

トル コ に とって 最 悪 の シナ リオ は,ト ル コが,10年 か ら15年 か け て加 盟 条 件 を

交 渉 し,完 全 加 盟 まで さ らに 長 い 過 渡 期(た とえ ば10年)を 設 定 す る加 盟 条 約

の調 印 に こ ぎつ け た と して も,加 盟 条 約 が 国民 投 票 にか け られ,フ ラ ンス で拒

否 され,ト ル コ は ヨー ロ ッパ か ら排 除 さ れ る こ とで あ る。

(4) 全 構成 国 参 加 方 式 か,部 分 参 加 方 式 かの ジ レ ンマ

EU統 合 の 理 想 は,す べ て の構 成 国 が 同 じペ ー ス で 統合 を推 進 す る こ とで あ

る。 しか し,現 実 に は,能 力 が あ る の に参 加 の 意 思 が な い構 成 国が あ った り"

参 加 の 意 思が あ っ て も能 力 が な い構 成 国 もあ り,統 合 の速 度 は もっ と も熱 心 で

ない構 成 国 や もっ と も遅 い構 成 国 のペ ース で 決 定 され て きた。 その 弊 害 をな く

す た め に,二 船 団 方 式(two-tier system),多 速 度 ヨ ー ロ ッ パ(mutli-speed 

Europe),可 変 翼 方 式(variable geometry),適 用 除 外(opt-out)な ど,さ ま ざ ま

な提 案 が な され,現 実 に も,英 国 のERM(為 替相場 メカニズム)へ の 不 参 加 が

長 い 間 認 め られ て きた。

欧 州 連 合 条 約 で は,英 国 の社 会 政 策 か らの 適 用 除 外,EMUの 第3段 階へ の

移 行 を 自動 で は な く英 国議 会へ の決 定 権 限付 与,さ らに欧 州 連 合 条 約批 准 を拒

否 した デ ンマ ー ク に対 す る 「エ デ ィ ンバ ラの 合 意 」 に よる非 強 制 な ど,適 用 除

外 を認 め る こ とが続 い て きた 。

ア ム ス テ ル ダ ム 条 約 で 「緊 密 化 協 力(closer cooperation)」,ニ ー ス 条 約 で
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「補 強 化 協 力(enhanced cooperation)」,欧 州 憲 法 条 約 に も 「構 造 化 協 力(struc-

tured cooperation)」 が 挿 入 され た の も,全 構 成 国 の参 加 を 必 要 条 件 とせ ず,統

合 を よ り柔 軟 に推 進 す るた め の 安全 弁 を用 意 した ので あ る。 ま だ,一 度 も正 式

に発 動 され てい ない が,最 後 の 手段 と して用 意 さ れ て い る こ と で,無 言 の参 加

圧 力 と もな って い る。

さ らに,域 内 市 場 の 成 功 の 秘 訣 は,第1に,目 的 と手 段 につ い て拘 束 力 が あ

る 「規則 」 よ り も,目 的 に は拘 束 され る が 手段 は構 成 国 の裁 量 とな る 「指 令 」

を多用 した こ と,第2に,域 内 市 場 関 連 の指 令 につ い て の理 事 会 の決 定 方 式 を

全 会 一 致 で は な く特 定 多 数 決 に修 正 した こ と,そ して第3に,単 一 の ヨ ー ロ ッ

パ 基 準 で は な く,構 成 国の 基 準 を相 互承 認 した こ とで あ る。

さ らに,1997年11月20-21日 の ル ク セ ンブ ル ク 欧 州 理 事 会 は,新 しい 政 策 決

定 方 式 と して,「 裁 量 的 政 策調 整 方 式(Open Method of Coordination:OMC)」 を

導 入 す る こ と を決 定 した。 これ は,全 構成 国一 律 で は な く,理 事 会 が 決 定 す る

大 枠 で あ る 「指 針 」 の な か で,目 指 す 目標 も手 段 も各 構 成 国が み ず か ら設 定 す

る方 式 で あ る。EUか ら構 成 国ヘ トップ ・ダ ウ ン で押 しつ け る の で は な く,構

成 国 か らボ トム ・ア ップ で,EUの 決 定 とす る もの で あ る 。 そ して,ル ク セ ン

ブ ル ク 欧 州 理 事 会 は,OMCを 具 体 的 に 適用 す る 政 策 と して 欧 州 雇 用 戦 略

(EES)を 採 択 した 。 そ の後,OMCは,EESを 吸 収 した包 括 的 な経 済 ・雇 用 政

策 で あ る 「リス ボ ン戦 略 ― 成 長 と雇 用 の た め のパ ー トナー シ ッ プ」 の 実現 の

手 段 とな り,2005年 以 降 は,「 修 正 リス ボ ン戦 略 」成 功 の鍵 を握 っ てい る。

この よ うな一 連 の流 れ か らみ て とる こ とが で きる傾 向 は,EUが 全 構 成 国参

加 で は な く,部 分 参 加 方 式 を認 め る と と もに,EUの 役 割 を さ らに 限定 させ,

同 時 に構成 国の 裁 量 と意 見 を よ り多 くEUの 決 定 に参 加 させ,反 映 させ よう と

して い る こ とで あ る。
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お わ り に

憲 法 条 約 の 発 効 に は,27力 国 す べ て の 構 成 国 の 批 准 が 必 要 で あ る。 現 在

(2007年1月31日)ま で,過 半 数 を越 え る18力 国が 批 准 を完 了 して い る。 しか し,

ス ウ ェー デ ン は,2005年6月 の ブ リュ ッセ ル欧 州 理 事 会 の 直後 に 議会 手 続 き を

停 止 した ま まで あ る。 英 国 は,国 民 投 票 の手 続 き を,2005年6月 の サ ッ ミ ト前

に凍 結 を発 表 して い た が,デ ンマ ー ク,ポ ー ラ ン ド,ポ ル トガ ル,チ ェ コ共 和

国,ア イ ル ラ ン ドもそ の 仲 間 に 入 っ た ま まで あ る。 批 准 を否 決 した フ ラ ンス と

オ ラ ンダで,欧 州 連 合 条 約 時 の デ ンマ ー クや ニ ー ス 条 約 時 の ア イ ル ラ ン ドの よ

うに,条 文 を変 更 す る こ とな く付 帯 宣 言 で,2回 目の 国 民投 票 を し よ う とす る

動 きは な い。 この た め,欧 州 憲 法 条約 発 効 の見 通 しは,2006年6月 の ブ リュ ッ

セ ル 欧州 理 事 会 の 後 で も,非 常 に 暗 か っ た。

しか し,膠 着 状 態 を打 破 す るた め,2007年 前 期 の 議 長 国 ドイ ツ は,フ ラ ンス

大 統 領 選挙 後 に提 出 で き る よ うに,改 編 した案(名 称の変更 を含 めて)を 用 意 し

て水 面 下 で,救 済 に動 きは じめ て い る。

た だ,フ ラ ンス とオ ラ ン ダの 国民 投 票 が 示 した こ とは,市 民 の多 数 は,エ リ

ー トが推 進 して きたEU統 合 の すす め方 に満足 して い な い とい う こ とで あ る。

と くに,「 欧 州 動 脈硬 化 症 」 か ら脱 却 す る た め に,『 域 内市 場 白書 』 と単 一 欧 州

議 定書 以 来推 進 して きた競 争 を原理 とす る新 自由 主 義 的 な手 法 と拡 大 戦 略 に疑

問 符 をふ した こ とが 重 要 で あ る。 しか も,統 合 にあ ま り熱 心 で は ない とい わ れ

る英 国 や デ ンマ ー クで は な く,「 原 加 盟 の6力 国(Original Six)」 で あ る フラ ン

ス とオ ラ ンダ で,市 民 の反 乱 が 起 きた こ と は示 唆 的 で あ っ た。 確 か に,ひ とつ

の時 代 が 終 っ た 。 ヨー ロ ッパ は,「 新 自由 主 義 的 ヨー ロ ッパ 」 よ り も 「社 会 的

ヨー ロ ッパ 」,積 極 的 な拡 大 よ り もよ り慎 重 な拡 大,国 民 投 票,適 用 除 外 を含

め て,EUか ら構成 国 へ の トッ プ ・ダ ウ ン で は な く構 成 国 か らEUへ の ボ ト

ム ・ア ッ プ を多 用 し,全 体 と してEUよ り も構 成 国へ と,EUは 軸 足 を移 しつ
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つ あ る の で あ る 。

1) 本稿 は,2006年11月11日 に東京外国語大学 において行われた第27回 日本EU学 会年 次研 究大

会,共 通論題 「欧州統合 の課題 と行方」における筆者 の 「基 調講演」 に加筆訂正 を加 えた もの

である。司会 の労 をお と りいた だいた岡村尭教授(上 智大学)に 厚 くお礼 申 し上 げる。ただ し,

本稿 の一部は,"Decision Time for the European Union(邦 訳 「欧州 にお ける趨勢― 欧州

憲 法 条約 批 准 否 決後 の課 題」)"と してThe Second Japan-EU Think Tank Roundtable, 

November 14-15,European Policy Centre, Brusselsで 報告 した ものが下 敷 きになってい る

(要約 は,国 際交流基金 ・総合研 究開発機構編 『第2回 日 一EUシ ンク タンク円卓会議報告書』

国際交流基金,2006年)。

2) 田中俊郎 『EUの 政治』(岩 波書店,1998年)。

3) 田 中俊郎 「域 内市場 白書 と単 一欧州議定書EU統 合史の分岐点」,田 中俊 郎 ・庄司克宏

編 『EU統 合の軌跡 とベ ク トル トランス ナシ ョナル な政治社会秩序形 成へ の模索』(慶 應

義塾大学出版会,2006年)。

4) 欧州憲法条約 をめ ぐるレファ レンダムの詳細 につ いては,慶 應義塾大学21 COE-CCC国 際

シンポジウム 『多文化世界 における市民 意識の動態』2005年11月21-22日 に提出 された,小 林

正英 「フランス 国民投票 における欧州憲 法条約否決」,浅 見政江 「オランダ国民投 票の意義 と

EUの 民主主義」,下 斗米美哉 「『欧州憲法条約 と国民投票』:ル クセ ンブルクの場合」,さ らに

田中俊郎 「欧州連合条約不 成立の背景 と展望」 『海外事 情』第54巻 第2号,2006年2月,渡 邊

啓貴 「仏国民はなぜ欧州憲法 を拒否 したのか」,同 『海外事情』 などを参照 されたい。

5) 例 えば,『 日本経済新聞』2007年1月24日,『 朝 日新 聞』1月25日,『 日本経済新 聞』1月27

日。

6) EUの ジ レンマについ ては, Giandomenico Majone, Dilemmas of European Integration :

The Ambiguities & Pitfalls of Integrations by Stealth (Oxford, Oxford University Press,

2005)か らヒン トを得た。

7) Flash Eurobarometer, No. 171, The European Constitution : Post-referendum survey in 

  France, Fieldwork : 30 & 31 May, 2005.

8)中 野聡 「EU社 会政策 と欧州統合― 欧州 ソーシアル ・ダイアログと西欧 のコーポラティズ

ム」慶鷹EU研 究会 配布 資料,2006年10月28日,14頁 。

9) Standard Eurobarometer, No. 63 (Fieldwork : May-June 2005, First Results, Publication : 

 July 2005). 

10) Special Eurobarometer, No. 255 (Fieldwork : March-May 2006, Publication : July 2006). 

11) Ibid., p.67.

12) 国 別 に み る と15力 国 で 加 盟 反 対 が 多 数 で,反 対 が 多 い 順 に,オ ー ス ト リー(81%,支 持

13%),ル ク セ ン ブ ル ク(69%,支 持24%),ド イ ツ(69%,支 持27%),キ プ ロ ス(68%,支

持26%),ギ リシ ア(67%,支 持33%)で,チ ェ コ(61%,支 持32%),ベ ル ギ ー(55%,支 持

27



『日本EU学 会年報』 第27号,平 成19年8月

43%),ス ロヴァキ ア(55%,支 持33%),フ ィンラン ド(55%,支 持42%)と な ってお り,注

目されるフ ランス では,反 対54%,支 持39%と 反対が多数 を占め ている。 さらに,イ タ リア

(49%,支 持36%),エ ス トニア(49%,支 持35%),ラ トヴィア(47%,支 持35%),ハ ンガリ

ー(46%
,支 持44%),リ トアニ ア(42%,支 持33%)で も,加 盟反対が 多数 となってい る。

他方,加 盟支持が多数を占めているのは10力 国で,国 別ではス ウェーデ ン(60%,反 対33%),

オ ラ ンダ(55%,反 対42%),ス ロヴ ェ ニ ア(53%,反 対41%),ポ ー ラ ン ド(51%,反 対

31%),デ ンマ ーク(50%,反 対44%),ス ペ イン(47%,反 対23%),英 国(42%,反 対39%),

アイル ラン ド(40%,反 対32%),ポ ル トガル(37%,反 対30%),マ ル タ(35%,反 対31%)

の順 となっている。

13) 田中俊郎 「欧州統合 にお けるエリー トと市民」,田 中俊郎 ・庄司克宏編 『EUと 市民』(慶 應

義塾大学出版会,2005年)所 収 を参照 されたい。

14) 吉武信彦 『国民投票 と欧州統合― デンマーク ・EU関 係史』(勁 草書房,2005年)36頁 。

15) 渡邊啓貴,前 掲論文 『海外事情』 第54巻2号,2006年2月,19頁 。

16) 庄 司克宏 「EU域 内市場政策― 相互承 認 と規制権 限の配分」,田 中俊 郎 ・庄 司克宏編前掲

『EU統 合 の軌跡 とベ ク トル』所収 を参照 されたい。

追 記:2007年3月25日,EUの 指 導 者 た ち はベ ル リ ン に参 集 し,ロ ーマ 条 約 調 印50年

を祝 い,「 ベ ル リ ン宣 言 」 を発 出 した。 わ ず か2ペ ー ジ の 短 い 宣 言 で あ っ たが,50年

の 成 果 を高 らか に謳 った 後,最 後 に 「ヨー ロ ッパ 統 一 に よ って,幾 世 代 もが見 続 け て

きた 夢 が現 実 の もの と な った 。 将 来 の諸 世 代 に永 くこれ をわ れ わ れ が守 っ て いか な け

れ ば な らな い こ とを,わ れ わ れ の歴 史 が教 え て くれ て い る。 そ の理 由 ゆ え に,わ れ わ

れ は 時代 に合 せ て ヨ ー ロ ッパ の 政 治形 態 を常 に更 新 して い か な け れ ば な らな い。 その

た め に ロー マ 条 約 調 印 か ら50年 の 今 日,2009年 の 欧 州議 会 選挙 前 に,EUを 新 た な共

通 の 基 礎 の上 に 置 く とい うわ れ わ れ の 目的 に つ い て わ れ わ れ は 一 致 して い る の で あ

る」 と結 ん だ 。 「死 に体 」状 態 が 続 い て い る欧 州 憲 法 条 約 を救 出す る た め に,憲 法 と

い う名 称 を含 め て再 考 した 新 しい基 本 枠 組 み を2009年6月 に予 定 さ れ て い る欧 州 議 会

選 挙 まで に発 効 を 目指 す こ と にな っ た の で あ る。 今 後,4月22日,5月6日 に行 わ れ

る フ ラ ンス の大 統 領 選 挙 を経 て,6月21-22日 に予 定 さ れ て い る 欧 州理 事 会 に どの よ

う な案 を議 長 国 ドイ ツが 提 出 す るか が,注 目され る。(2007年4月15日 記)
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Historical Developments and Vectors of 

       European Integration 

                         TANAKA Toshiro

 The year 2005 may be record in future as the European Union had 

turned a corner from the age of the Internal Market and the revival of 

new dynamism in European integration to the age of inward-looking and 
"enhanced cooperation". 

 The previous year, 2004 was full of rosy pictures on the developments 

of the EU. On May 1, ten states joined the EU and on October 29, the 

Treaty and the Final Act establishing a Constitution for Europe was 

signed in Rome. 

 But, seven months later, the French and the Dutch voters rejected the 

European Constitutional Treaty. These events show that there are four 

dilemmas which the EU is now facing. The first is the dilemma between 
"neo-liberal Europe" and "social Europe". The most important message of 

the "White Paper on Internal Market" of 1985 and "Single European Act" 

of 1986 was competition. However, the message of French voters and 

lesser extent in the case of Dutch voters was "no more social dumping 

with free movement of workers from less developed European countries" 

and more "social Europe". 

 The second is the dilemma of enlargement. To enlarge the area of 

peace, prosperity, stability and democracy to the rest of Europe will 

surely be good thing, but it will cost more for the existing members 

because rich countries like Switzerland and Norway stay away from the 

EU and possible candidates are relatively poorer. Bulgaria and Romania 
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became member on January 1, 2007 to end the Fifth enlargement. But, 

further enlargement will be more delicate and more cautious issue espe-

cially for Turkey. With the rise of argument on the EU's absorption 

capacity, the EU may become less eager for enlargement in future. 

 The Third is the dilemma of democracy. The more direct democracy 

for citizens, the more risk for the political leaders. Referendum is very 

democratic mean to hear voice of the citizens on the certain issue 

directly. But, at the same time, referendum is very risky mean, because 

the voters do not necessarily vote on the pros and cons of the specific 

issue. Once politicians rely on referendum, they cannot go forward with-

out another referendum. France has to go to referendum on any 

European issue in future, including Turkey' entry to the EU. 

 The fourth dilemma is unanimity or "enhanced cooperation". There are 

some member states which want to deepen integration further but there 

are member states which do not want. The inclusions of "closer coopera-

tion", "enhanced cooperation" and "structured cooperation" seem to 

strengthen the deepening of integration but there are also tendency to 

strengthen national power by the mutual recognition of standards and use 

of Open Method of Coordination (OMC).
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